
30′

33°

30′

34°

30′

30′ 129° 30′ 130° 30′ 131° 30′ 132° 30′ 133°

30′

34°

30′

33°

30′

30′ 129° 30′ 130° 30′ 131° 30′ 132° 30′ 133°

０
°

２７０°

川尻岬

竜
宮
鼻

亀
埼

ス鼻
丸石鼻

南串山町

四季咲岬

瀬詰埼

潮見埼

天草下島

長崎市

野母埼

福岡市

平戸島

生月島

壱岐島

唐津市

佐世保市

長崎県

福江島

中通島

宇久島

臼杵市

別府市

北九州市

姫島
祝島

八島

宇和島市

高知県

佐田岬

岩国市

周南市

丸尾埼 野島

足摺岬

宿毛市

沖ノ島

北　太　平　洋

高島

萩市

30号

29号

見島

益田市

25号

沖ノ島

小呂島

大島

馬渡島

的山大島

楯ノ岬

串埼

部埼

志
々
伎
埼

小城鼻棹
埼

津和崎鼻

妙見埼

大埼

平
島

魚貫埼

潮合埼

日 本 海

大 分 県

宮 崎 県

福 岡 県

愛 媛 県

山 口 県

熊 本 県

佐 賀 県

広 島 県

島 根 県

対 馬

2013年　日本小型船舶検査機構

自船の位置は海図で確認してください。－母港
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母 港 第 28 号（博多湾）-25  

沿海区域 

ただし、大分県亀埼から同県姫島ス鼻まで引いた線、同島丸石鼻から山口県竜宮

鼻まで引いた線、同県川尻岬から２７０度に引いた線、長崎県中通島津和崎鼻から

０度に引いた線、同島潮合埼から同県野母埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた

水域における九州、福岡県沖ノ島、長崎県壱岐島及び同県五島列島の各海岸から

２０海里以内の水域並びに船舶安全法施行規則第１条第６項の水域に限る。 
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